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会
社
の

「
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
意
義

鈴

木

佳

子

千

会社の「事業のためにする行為」の意義

は
じ
め
に

一
商
法
五

O
三
条
の
会
社
へ
の
適
用
｜
｜
会
社
法
制
定
前
の
判
例
・
学
説

－
商
法
五

O
三
条
の
立
法
趣
旨
と
適
用
範
囲

2

会
社
へ
の
商
法
五
O
三
条
二
項
の
適
用

二
商
法
五

O
一
二
条
の
背
景
の
変
遷

三
会
社
法
五
条
の
影
響

結
び
に
か
え
ては

じ
め
に

一
項
で
「
商
人
が
そ
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
は
、
商
行
為
と
す
る
。
」
と
し
、
さ
ら
に
二
項
で
「
商
人

の
行
為
は
、
そ
の
営
業
の
た
め
に
す
る
も
の
と
推
定
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
商
法
五

O
三
条
は
、
商
法
制
定
当
初
か
ら
二
六

(1
) 

五
条
と
し
て
存
在
し
た
規
定
で
、
昭
和
一
三
年
に
改
正
で
条
文
番
号
が
現
行
法
と
同
じ
に
な
り
、
平
成
一
七
年
改
正
で
そ
の
表
現
が

現
代
語
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
条
文
の
内
容
自
体
に
は
変
化
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

商
法
五
O
三
条
は
、
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商
法
五
O
三
条
は
、
ま
ず
商
人
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
商
人
概
念
は
商
法
四
条
で
規
定
さ
れ
る
固
有
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の
商
人
お
よ
び
擬
制
商
人
に
よ
り
定
ま
る
。
又
、
商
法
五
O
三
条
に
お
い
て
も
特
別
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
た
め
の
明
文
の
規
定
は
な

い
た
め
、
同
条
の
商
人
の
解
釈
に
限
定
を
加
え
な
け
れ
ば
、
当
該
規
定
は
個
人
商
人
に
も
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

(2
) 

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
は
、
平
成
二

O
年
二
月
二
二
日
の
判
決
で
、
本
件
の
会
社
が
し
た
貸
付
け
が
商
法
五
二
二
条
の
適
用
の
問
題

と
な
る
か
ど
う
か
の
点
に
つ
き
、
会
社
に
対
す
る
商
法
五
O
三
条
の
解
釈
を
示
し
た
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
①
会
社
法
五
条
で
会

社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
及
び
事
業
と
し
て
す
る
行
為
は
商
行
為
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
会
社
は
、
商
法
四
条
一
項

の
「
自
己
の
名
を
も
っ
て
商
行
為
を
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
」
と
し
て
商
法
上
の
商
人
に
該
当
す
る
こ
と
、
②
そ
の
行
為
は
そ

の
事
業
の
た
め
に
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
（
商
法
五

O
三
条
二
項
）
た
め
、
「
こ
れ
を
争
う
も
の
に
お
い
て
当
該
行
為
が
当
該
事
業

の
た
め
に
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
当
該
会
社
の
事
業
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
の
主
張
立
証
責
任
を
負
う
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
」
こ
と
、
③
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
本
件
貸
付
け
が
A

（
被
上
告
人
の
代
表
者
取
締
役
）
の
上
告
人
に
対
す
る
情
誼
に
基
づ

い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
一
億
円
の
本
件
貸
付
け
が
被
上
告
人
の
事
業
と
無
関
係

で
あ
る
こ
と
の
立
証
が
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
同
債
権
に
は
商
法
五
二
二
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
諸
点
を
明
ら

か
に
し
、
本
件
貸
付
け
に
係
る
債
権
に
商
法
五
二
二
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
同
債
権
が
時
効
消
滅
し
た
か
否
か
に

つ
い
て
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
原
審
に
差
し
戻
し
た
の
で
あ
る
。

判
決
は
、
商
法
四
条
一
項
の
規
定
に
従
い
会
社
は
商
人
で
あ
る
と
解
し
、
商
法
五

O
三
条
一
項
の
「
商
人
が
そ
の
営
業
の
た
め
に

す
る
行
為
は
、
商
行
為
と
す
る
。
」
と
の
規
定
を
適
用
し
て
、
会
社
の
附
属
的
商
行
為
に
つ
い
て
、
商
法
五O
三
条
の
解
釈
の
問
題

(3
) 

と
し
て
結
論
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
通
説
は
、
同
条
二
項
の
「
商
人
の
行
為
は
、
そ
の
営
業
の
た
め

に
す
る
も
の
と
推
定
す
る
」
と
い
う
規
定
は
、
個
人
商
人
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
会
社
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
営
業
の
た
め



に
す
る
行
為
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
会
社
の
行
為
は
あ
り
え
な
い
と
解
し
て
き
た
。
最
高
裁
が
商
法
五

O
三
条
を
持

ち
出
し
て
、
会
社
に
対
し
て
そ
の
二
項
の
推
定
規
定
の
適
用
を
前
提
と
し
て
、
「
事
業
と
無
関
係
に
」
本
件
貸
付
け
が
さ
れ
た
こ
と

を
立
証
す
れ
ば
そ
の
商
行
為
性
の
推
定
が
覆
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
示
し
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。

(4
) 

ま
た
、
会
社
の
行
う
商
行
為
に
関
し
て
は
、
平
成
一
七
年
に
制
定
さ
れ
た
会
社
法
で
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
五
条
は
、
「
会
社

（
外
国
会
社
を
含
む
。
次
条
第
一
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
事
業
と
し
て
す
る
行
為
お
よ
び
事
業
の
た
め
に
す

(5
) 

る
行
為
は
、
商
行
為
と
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。
通
説
は
、
「
会
社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
」
は
商
人
概
念
を
導
き
出
す
た
め
の
基

本
的
商
行
為
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
他
方
、
「
会
社
が
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
に
関
す
る
会
社
法
五
条
の
規

定
と
商
法
五
O
三
条
の
関
係
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
会
社
法
五
条
と
商
人
概
念
を
定
め
る
商
法
四
条
と

会社の「事業のためにする行為」の意義

の
関
係
、
ま
た
、
会
社
法
に
よ
り
新
し
く
構
築
さ
れ
た
商
人
概
念
（
会
社
概
念
）
と
附
属
的
商
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
再
度
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
会
社
の
附
属
的
商
行
為
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。
一
で
は
、

会
社
法
五
条
が
新
設
さ
れ
る
平
成
一
七
年
よ
り
前
の
商
法
五

O
三
条
に
関
す
る
判
例
・
学
説
を
分
析
し
、
次
に
、
こ
で
は
、
商
法
の

諸
改
正
に
よ
り
、
会
社
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
ま
た
、
商
法
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
点
が
変
容
し
て
い
っ
た

こ
と
か
ら
、
会
社
の
商
行
為
概
念
に
何
ら
か
の
影
響
が
与
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
最
後
に
、
三
で
は
、
会
社
法
五

条
が
そ
れ
ら
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
商
人
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
も
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
紙
幅
の
関

係
か
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
は
最
小
限
度
の
指
摘
に
と
ど
め
、
表
題
に
示
し
た
よ
う
に
、
会
社
と
附
属
的
商
行
為
の
関
係
に
焦
点
を
絞

っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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商
法
五
O
三
条
の
会
社
へ
の
適
用
｜
会
社
法
制
定
前
の
判
例
・
学
説

178 

商
法
五
O
三
条
の
立
法
趣
旨
と
適
用
範
囲

商
法
五
O
三
条
は
、
商
人
が
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
を
商
行
為
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
附
属
的
商
行
為
と
い
わ
れ
て
い
る
。
何

人
が
行
っ
て
も
よ
く
一
度
き
り
で
も
商
行
為
と
な
る
絶
対
的
商
行
為
（
商
法
五

O

一
条
）
と
、
営
業
と
し
て
行
う
場
合
に
限
っ
て
商

行
為
と
な
る
営
業
的
商
行
為
（
商
法
五

O
二
条
）
は
、

い
わ
ゆ
る
固
有
の
商
人
を
定
め
る
た
め
の
基
本
概
念
と
な
る
基
本
的
商
行
為

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
附
属
的
商
行
為
は
、
商
法
四
条
一
項
の
固
有
の
商
人
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
五

二
条
二
項
が
規
定
し
て
い
た
民
事
会
社
、
店
舗
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
設
備
に
よ
り
物
品
の
販
売
を
な
す
を
業
と
す
る
者
、
鉱
業

(7
) 

を
営
む
者
で
商
人
と
み
な
さ
れ
る
商
法
四
条
二
項
の
擬
制
商
人
を
も
含
め
た
商
人
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
条
文
に
行
為
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
絶
対
的
商
行
為
や
営
業
的
商
行
為
と
異
な
り
、
商
人
は
さ
ま
ざ
ま
の
行
為
を
行
う
た

(8
) 

め
、
そ
の
行
為
が
商
行
為
で
あ
る
か
否
か
が
区
別
し
が
た
い
た
め
、
商
人
の
行
為
を
す
べ
て
商
行
為
と
推
定
す
る
こ
と
で
立
証
の
困

(9
) 

難
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
無
用
の
争
議
を
途
絶
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。
商
人
に
は
小
商
人
（
平
成
一
七
年
改
正
前

（
叩
）

商
法
八
条
、
現
行
商
法
七
条
）
も
含
ま
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
、
第
一
に
商
人
の
行
為
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
商
人
が
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為

（
日
）

で
あ
る
こ
と
の
こ
つ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
と
は
、
営
業
自
体
に
関

（
ロ
）

係
す
る
も
の
、
営
業
上
必
要
な
も
の
、
営
業
上
便
利
有
益
な
も
の
す
べ
て
を
含
み
、
営
業
の
た
め
に
す
る
意
思
は
外
部
に
直
接
に
表

（
日
）
（

M
）

現
さ
れ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
行
為
の
外
観
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
営
業
の
た
め
に
す
る
意
思
と
そ
の
他
が
併
存
し
た
場
合
に
は
、

（
日
）

主
た
る
目
的
が
営
業
の
た
め
に
す
る
意
思
で
あ
る
か
否
か
に
よ
る
。
ま
た
、
そ
の
行
為
と
は
、
法
律
行
為
だ
け
で
な
く
準
法
律
行

（
日
）
（
口
）

為
・
事
実
行
為
、
法
律
行
為
で
も
、
契
約
・
単
独
行
為
、
有
償
・
無
償
行
為
、
双
務
契
約
・
片
務
契
約
な
ど
を
含
み
、
開
業
準
備
行



（
国
）
（
叩
）

為
や
廃
業
後
の
あ
と
始
末
も
含
ま
れ
る
が
、
婚
姻
・
養
子
縁
組
の
よ
う
な
身
分
行
為
は
含
ま
れ
な
い
。

そ
し
て
、
同
条
二
項
に
つ
い
て
は
、
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
た
め
の
第
一
の
要
件
で
あ
る
商
人
の
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、

業
の
た
め
に
す
る
も
の
と
推
定
し
、
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
反
証
を
許
き
な
い

（
却
）

の
に
対
し
、
商
行
為
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
場
合
に
は
反
証
を
認
め
る
と
の
理
解
が
さ
れ
て
い
る
。
証
明
責
任
は
、

（
幻
）

商
人
の
行
為
が
営
業
と
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
負
う
。
条
文
で
は
「
推
定
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
「
無
条
件
の
推
定
」
に
す
ぎ
ず
、
あ
る
効
果
の
要
件
事
実
の
不
存
在
の
証
明
責
任
を
そ
の
効
果
を
争
う
相
手
方
に
負
わ
せ
る
た

（
詑
）

め
の
立
法
技
術
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
推
定
さ
れ
る
事
実
を
「
暫
定
事
実
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
商
法
五
O
三
条
は
、
「
商
人
の

一
応
営

行
為
は
こ
れ
を
商
行
為
と
す
る
。
た
だ
し
、
其
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
あ
ら
ざ
る
も
の
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
」
と
表
現
し

（
幻
）

直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

2 

会
社
へ
の
商
法
五
O
三
条
ニ
項
の
適
用

会社の「事業のためにする行為J の意義

(M
) 

ま
た
、
こ
の
二
項
の
規
定
は
、
個
人
商
人
に
は
営
業
以
外
の
活
動
領
域
が
あ
る
の
で
、
こ
の
規
定
が
存
在
す
る
意
義
を
有
す
る
が
、

こ
れ
が
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
、
争
い
が
あ
るD

（
お
）

ま
ず
、
判
例
に
お
い
て
、
会
社
の
行
為
を
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
と
肯
定
し
た
も
の
が
大
半
で
、
五O
三
条
二
項
の
適
用
の
結
果
、

附
属
的
商
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
以
下
の
三
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
却
）

ま
ず
、
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
三
月
二
九
日
判
決
は
、
原
告
は
会
社
で
あ
る
が
、
「
本
件
消
費
貸
借
契
約
は
、
確
か
に
原
告
の
営

業
の
た
め
に
す
る
雇
用
契
約
と
関
連
性
を
有
し
、
原
告
に
と
っ
て
も
被
告
の
主
張
す
る
よ
う
な
有
用
性
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
し
得

な
い
が
、
第
三
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
原
告
の
従
業
員
に
対
す
る
社
内
的
な
も
の
で
、
し
か
も
原
告
の
社
内
的
な
制
度
に
基

づ
く
も
の
で
は
な
く
、
被
告
の
一
身
専
属
的
な
特
殊
事
情
に
基
づ
い
た
偶
発
的
、
個
人
的
色
彩
の
き
わ
め
て
濃
厚
な
も
の
と
い
わ
ざ
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（
幻
）

る
を
得
な
い
」
と
し
て
、
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
と
認
め
な
い
。
ま
た
、
東
京
地
裁
平
成
九
年
一
二
月
一
日
判
決
は
、
当
該
債
権
の

180 
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発
生
原
因
と
し
て
の
行
為
は
附
属
的
商
行
為
と
は
い
え
ず
、
当
該
債
権
に
商
法
の
適
用
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由

と
し
て
、
「
会
社
は
商
行
為
以
外
の
行
為
を
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
会
社
の
行
為
で
商
事
債
権
以
外
の
債
権
を
発
生
さ

せ
る
も
の
な
ど
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
会
社
の
行
為
に
つ
き
商
法
五

O
三
条
二
項
に
よ
り
商
行
為
性
の
推
定
を
覆
す
こ
と
も
あ
り
得

な
い
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
行
為
概
念
の
存
在
意
義
は
、
そ
れ
が
商
取
引
で
あ
る
と
い
う
点
に
存

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
引
で
あ
れ
ば
簡
易
、
迅
速
、
不
要
式
と
い
っ
た
特
性
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
法
は
、
商

取
引
に
つ
い
て
民
法
の
原
則
を
修
正
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
会
社
の
行
為
は
そ
の
大
半
が
商
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
簡
易
、

迅
速
、
不
要
式
と
い
っ
た
特
性
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ご
く
一
部
に
例
外
と
す
べ
き
行
為
が
存
す
る
こ
と
も
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
否
定
で
き
な
い
。
」
と
し
、
「
実
質
的
に
考
え
て
も
、
会
社
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、
そ
れ
は
す
べ

て
商
行
為
で
あ
る
と
定
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
会
社
に
対
し
、

い
わ
ゆ
る
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
を
保
有
す
る
余
地
を
完
全
に
否
定
す
る

こ
と
に
な
り
、
会
社
活
動
の
実
態
と
大
き
く
か
け
離
れ
た
法
的
効
果
を
も
た
ら
す
結
果
を
招
来
し
、
不
都
合
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し

て
、
「
会
杜
に
つ
い
て
も
、
商
法
五
O
三
条
二
項
の
適
用
に
よ
り
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
商
行
為
性
の
推
定
が
覆
る
可
能
性
を
肯
定

す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
、
簡
易
、
迅
速
、
不
要
式
と
い
っ
た
商
取
引
一
般
に
要
求
さ
れ
る
特
性
を
具
備
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い

（
却
）
（
却
）

こ
と
を
理
由
に
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
さ
ら
に
、
大
阪
地
裁
平
成
一
一
年
三
月
一
九
日
判
決
は
、
「
従
業
員
を

被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
へ
の
加
入
及
び
本
件
合
意
は
、
こ
れ
が
企
業
に
お
け
る
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
一
環
と
し
て
制
度
的
に

運
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
格
別
、
原
則
と
し
て
営
業
の
た
め
に
す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
ず
、
特
に
本
件
の
よ
う
に
従
業
員
が
退
職
し

た
後
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
の
福
利
厚
生
を
目
的
と
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
付
属
的
商
行
為
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
決
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
掲
最
高
裁
平
成
二
O
年
二
月
二
二
日
判
決
は
、
商
法
五

O
三
条
二
項
に
よ
り
会
社
の
行
為
は
事
業
の
た
め
に
す
る
も



の
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
行
為
が
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
と
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
は
そ
れ
を
立
証
で
き
れ
ば
附
属
的
商
行

為
で
あ
る
こ
と
が
否
定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
判
決
は
、
結
果
と
し
て
、
営
業
の
た
め
の
行

為
で
は
な
い
こ
と
の
立
証
が
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
と
し
て
商
法
の
適
用
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
会
社
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
商
人
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
専
ら
営
業
の
た
め
に
存
し
、

（
却
）

の
よ
う
な
私
生
活
が
な
い
と
の
説
が
通
説
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
を
理
論
的
に
よ
く
説
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
西
原
説
は
、
「
商 一

般
人

法
五
O
三
条
の
規
定
を
単
純
に
表
面
的
に
理
解
す
る
と
、
商
人
の
行
為
の
中
に
も
そ
の
営
業
の
た
め
に
し
な
い
普
通
の
民
事
的
行
為

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
：
：
：
個
人
商
人
の
場
合
に
は
、
民
法
的
一
般
人
格
と
商
法
的
企
業
人
格
が
同
一
自
然
人
に
重
な
っ
て
存
在

会社の「事業のためにする行為」の意義

す
る
が
、
商
法
の
立
場
か
ら
は
後
者
の
み
を
眼
中
に
置
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
い
や
し
く
も
「
商
人
」
の
行
為
で
あ
る
以
上
は
、

（
幻
）

そ
れ
は
す
べ
て
営
業
に
関
し
、
ま
た
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
企
業
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ

（
担
）

れ
に
対
し
て
、
商
法
五
O
三
条
二
項
は
会
社
に
も
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
主
張
す
る
少
数
説
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
社

は
営
利
目
的
で
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
た
め
、
そ
の
活
動
は
営
利
目
的
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
自
然
人
の
場
合
の
よ
う
な
、
民

法
的
一
般
人
格
と
商
法
的
企
業
人
格
の
重
複
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
商
法
五

O
三
条
二
項
の
適
用
の
必
要
性
は
な
く
、
個
人
の
場

（
犯
）

合
の
よ
う
な
、
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
の
生
ず
る
余
地
も
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

商
法
五
O
三
条
の
背
景
の
変
遷

既
述
の
よ
う
に
、
商
法
五
O
三
条
の
内
容
は
、
商
法
制
定
当
時
か
ら
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
商
人

の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
前
提
と
な
る
「
商
人
」
概
念
は
大
き
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
三
二
年
制
定
の
商
法
四
条
は
「
本
法
ニ
於
テ
商
人
ト
ハ
自
己
ノ
名
ヲ
以
テ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ア
謁
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フ
」
と
し
て
、
現
行
法
の
四
条
一
項
の
い
わ
ゆ
る
固
有
の
商
人
に
つ
い
て
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、182 
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商
法
五
O

一
条
お
よ
び
五
O
二
条
の
規
定
す
る
、
商
人
概
念
の
基
礎
と
な
る
基
本
的
商
行
為
を
業
と
す
る
目
的
を
も
っ
て
設
立
し
た

社
団
（
こ
れ
を
講
学
上
、
商
事
会
社
と
い
う
）
は
こ
の
商
人
に
該
当
す
る
が
、
商
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
し
な
い
が
営
利
を
目
的
と

す
る
社
団
（
こ
れ
を
商
事
会
社
に
対
し
て
民
事
会
社
と
い
う
）
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。
し
か
し
、
民
事
会
社
も
、
商
事
会
社
設
立
の

条
件
に
従
っ
て
設
立
し
た
以
上
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
点
で
は
商
事
会
社
と
同
様
で
あ
り
、
商
事
会
社
と
同
様
の
保
護
監
督
を
要

す
る
た
め
、
民
法
三
五
条
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
社
団
で
商
事
会
社
の
条
件
に
従
い
設
立
し
た
も
の
は
法
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
、

（
担
）

こ
れ
に
は
す
べ
て
商
事
会
社
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
と
の
規
定
を
置
い
て
い
た
。

そ
し
て
、
明
治
四
四
年
商
法
改
正
で
は
、
商
法
四
二
条
二
項
を
新
設
し
て
、
民
事
会
社
を
会
社
と
み
な
す
と
い
う
規
定
が
置
か
れ

（
出
）

た
（
こ
れ
が
、
昭
和
二
二
年
改
正
で
商
法
五
二
条
二
項
と
な
る
）
。
こ
れ
は
、
民
法
で
は
三
五
条
で
す
で
に
営
利
法
人
の
設
立
に
つ
い
て

は
商
法
の
規
定
を
適
用
し
、
成
立
後
の
関
係
に
つ
い
て
も
商
事
会
社
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
と
し
、
実
際
の
登
記
の
取
り
扱
い

な
ど
で
も
ほ
と
ん
ど
民
事
会
社
と
商
事
会
社
を
同
一
に
扱
っ
て
い
る
の
に
、
民
事
会
社
と
商
事
会
社
は
合
併
が
で
き
な
い
な
ど
の
問

（
部
）

題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
解
決
す
る
た
め
に
改
正
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
商
法
二
八
五
条
ノ
二
を
新
設
し
て
、
民
事
会
社
（
商
法
四
二
条
第
二
項
に
定
め
た
る
会
社
）
の
行
為
に
商
行
為
に
関
す
る
規

定
を
準
用
す
る
と
い
う
規
定
を
置
い
た
。
こ
れ
は
、
民
事
会
社
の
営
業
と
し
て
す
る
行
為
お
よ
び
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
を
含
む
。

こ
れ
が
昭
和
二
二
年
に
五
二
三
条
に
変
更
さ
れ
る
が
、
平
成
一
七
年
改
正
で
そ
の
規
定
が
削
除
さ
れ
る
ま
で
講
学
上
の
準
商
行
為
と

い
わ
れ
て
い
た
。

（
訂
）

し
か
し
、
商
法
四
二
条
二
項
が
規
定
さ
れ
て
も
、
民
事
会
社
が
商
人
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
義
が
生
じ
て
い
た
の
で
、
昭
和

一
三
年
改
正
は
、
商
法
四
条
二
項
を
新
設
し
、
店
舗
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
設
備
に
よ
り
物
品
の
販
売
を
な
す
を
業
と
す
る
者
、

（
羽
）

鉱
業
若
し
く
は
砂
工
業
を
営
む
者
と
と
も
に
、
民
事
会
社
を
商
人
と
み
な
す
と
い
う
規
定
を
置
い
た
。
い
わ
ゆ
る
擬
制
商
人
で
あ
る
。



ま
た
、
同
年
制
定
さ
れ
た
有
限
会
社
法
で
は
最
初
か
ら
、
有
限
会
社
を
「
本
法
ニ
於
テ
有
限
会
社
ト
ハ
商
行
為
其
ノ
他
ノ
営
利
行
為

ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
本
法
ニ
依
リ
設
立
シ
タ
ル
社
団
ヲ
謂
フ
」
（
有
限
会
社
法
一
条
一
項
）
と
し
て
、
基
本
的
商
行
為
か
ら
営
利

行
為
へ
と
目
的
と
す
る
行
為
の
範
囲
を
広
げ
て
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
、
商
法
四
条
二
項
が
民
事
会
社
を
擬
制
商
人
と
し
た
の

で
、
そ
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
は
五

O
三
条
で
商
行
為
と
な
り
、
五
二
三
条
（
昭
和
一
三
年
改
正
前
二
八
五
条
ノ
二
）
は
営
業
と

（
却
）

し
て
す
る
行
為
の
み
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
商
人
と
み
な
さ
れ
た
民
事
会
社

（
紛
）

以
外
の
擬
制
商
人
の
営
業
と
し
て
す
る
行
為
に
は
、
商
法
五
二
三
条
が
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
民
事
会
社
以
外

（
位
）

の
擬
制
商
人
の
営
業
と
し
て
す
る
行
為
に
も
商
法
五
二
三
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
擬
制
商
人
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
商
人
概
念
は
広
が
っ
た
。
当
然
、
商
人
概
念
を
前
提
と
す
る
、
営
業
の
た
め

（
位
）

に
す
る
行
為
も
、
実
質
的
な
広
が
り
を
見
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
会
社
に
関
し
て
は
、
商
行
為
概
念
を
前
提
と
す

る
商
事
会
社
は
固
有
の
商
人
で
あ
り
、
民
事
会
社
は
商
行
為
概
念
を
前
提
と
は
し
な
い
が
擬
制
商
人
と
し
て
商
人
と
同
一
に
扱
わ
れ

会社の「事業のためにする行為」の意義

る
よ
う
に
な
り
、
会
社
は
結
局
商
人
で
あ
り
、
そ
の
商
行
為
も
営
業
と
し
て
す
る
行
為
も
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
も
商
行
為
で
あ

る
と
し
て
、
商
法
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
は
、
商
法
は
、
基
本
的
商
行
為
と
い
わ
れ
る
商
行
為
概
念
か
ら
商
人
概
念
を
導
き
出
し
、
そ
し
て
、
そ
の
商

人
が
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
は
商
行
為
と
す
る
と
い
う
従
来
か
ら
の
商
法
の
構
造
を
守
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

商
人
概
念
の
変
遷
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
「
営
業
と
し
て
す
る
行
為
」
に
関
す
る
商
法
五O
三
条
の
規
定
の

適
用
・
解
釈
は
な
さ
れ
て
い
た
。

183 
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会
社
法
五
条
の
影
響

184 

会
社
法
は
、
会
社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
及
び
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
は
商
行
為
と
す
る
と
い
う
規
定
を
置
い
た
（
会
社
法

五
条
）
。
平
成
一
七
年
会
社
法
制
定
の
立
案
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
会
社
法
五
条
の
意
義
を
「
技
巧
的
な
法
技
術
を
駆
使
す
る
こ

と
な
く
、
端
的
に
会
社
お
よ
び
外
国
会
社
が
そ
の
事
業
と
し
て
す
る
行
為
お
よ
び
そ
の
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
を
商
行
為
と
す
る

（
何
回
）

こ
と
と
し
て
、
そ
の
実
質
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
第
一
の
意
義
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
会
社
法
五
条
が
「
会
社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
は
商
行
為
で
あ
る
」
と
規
定

し
た
た
め
、
商
事
会
社
・
民
事
会
社
の
区
分
が
一
掃
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
二
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
会
社
法
制
定
前
は
、

会
社
は
、
自
己
の
名
を
も
っ
て
基
本
的
商
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
固
有
の
商
人
（
商
法
四
条
一
項
）
で
あ
る
商
事
会
社
と
、

擬
制
商
人
（
商
法
四
条
二
項
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
、
そ
れ
以
外
の
営
利
目
的
の
行
為
を
業
と
す
る
民
事
会
社
と
に
区
別
さ
れ
て
き
た

（
叫
）

が
、
そ
の
ほ
か
の
商
法
の
規
定
の
適
用
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
両
者
の
差
異
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
多
数
説
は
、
会
社
法
五
条
の
新
設
に
よ
り
、
会
社
は
自
己
の
名
を
も
っ
て
商
行
為
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
者
と
な
る
か
ら
、

（
必
）

商
法
四
条
一
項
の
規
定
す
る
固
有
の
商
人
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
会
社
が
商
人
で
あ
る
と

い
う
説
明
は
、
以
前
よ
り
簡
便
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
商
事
会
社
は
固
有
の
商
人
で
あ
り
、
民
事

（
必
）

会
社
は
擬
制
商
人
で
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問
題
が
一
掃
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
商
法
四
条
二
項
で
例
示
さ
れ
て
い
た

擬
制
商
人
の
な
か
か
ら
民
事
会
社
が
削
除
さ
れ
た
。
ま
た
、
会
社
法
五
条
が
、
会
社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
を
商
行
為
と
規
定
し

(U
) 

た
た
め
、
い
わ
ゆ
る
準
商
行
為
に
関
す
る
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
五
二
三
条
も
削
除
さ
れ
た
。

商
法
五
O

一
条
お
よ
び
五
O
二
条
の
み
を
基
本
的
商
行
為
と
し
、
そ
こ
か
ら
商
人
概
念
を
導
い
て
き
た
、
従
前
の
商
法
の
構
造
は

変
更
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
会
社
の
事
業
と
し
て
す
る
行
為
を
新
し
く
基
本
的
商
行
為
に
付
け
加
え
た
と
い
う
こ
と
に
は
重
大



（
必
）

な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

会社の「事業のためにする行為」の意義

ま
た
、
第
二
の
意
義
と
し
て
は
、
会
社
の
行
う
行
為
は
事
業
と
し
て
す
る
行
為
も
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
も
す
べ
て
商
行
為
で

あ
る
と
扱
う
こ
と
で
、
商
法
の
商
行
為
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
附
属
的
商
行
為
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
商
法
五

O
三
条
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
、
会

（
却
）

杜
法
五
条
で
会
社
が
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
つ
い
て
本
来
規
定
し
な
く
て
も
足
り
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で

は
会
社
法
五
条
の
事
業
と
し
て
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
規
定
は
特
別
の
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
会
社
と

い
う
も
の
を
典
型
的
な
商
事
的
組
織
と
と
ら
え
、
商
法
一
条
一
項
に
よ
り
会
社
に
は
商
法
第
二
編
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る

（
印
）

説
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
商
法
が
基
本
概
念
と
し
て
置
い
て
い
る
商
人
、
商
行
為
と
い
う
概
念
と
離
れ
て
適
用
範
聞
を
把
握
す
る

こ
と
は
問
題
を
か
え
っ
て
複
雑
化
さ
せ
る
の
で
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
会
社
に
対
し
て
商
法
上
の
商
人
の

（
日
）

規
定
を
適
用
す
る
に
は
そ
の
主
体
を
商
人
と
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
商
行
為
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
商
人
概
念
を

（
臼
）

介
さ
ず
に
、
会
社
法
五
条
を
根
拠
に
直
接
適
用
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
会
社
に
は
商
法
五
O

一
条
な
い
し
五
O
三
条
を
適
用
す
る

（
回
）

必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
敷
桁
さ
れ
る
影
響
と
し
て
、
個
人
商
人
も
会
社
も
同
一
に
商
人
と
し
て
扱
つ

て
き
た
従
来
の
商
法
五
O
三
条
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
会
社
の
み
を
対
象
と
し
た
会
社
法
五
条
の
間
有
の
解
釈
を
導
き
や
す
く
な
る

（
白
川
）

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て

以
上
、
会
社
の
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
の
会
社
の
附
属
的
商
行
為
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
商
法
五

O
三
条
の
解
釈
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
商
法

185 
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五
O
三
条
自
体
の
内
容
は
変
化
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
他
の
改
正
に
よ
る
商
人
概
念
や
商
行
為
概
念
の
変
化
に
よ
り
、
五

O
三
条

の
解
釈
に
も
影
響
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
か
ら
も
考
え
て
み
た
。
ま
た
、
新
し
く
設
け
ら
れ
た
会
社
法
五
条
の
解
釈
を

い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
も
そ
こ
に
加
わ
っ
た
。

186 

さ
て
、
会
社
の
附
属
的
商
行
為
に
関
す
る
考
え
方
と
し
て
、
二
つ
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
考
え
方
と
し

て
は
、
会
社
法
五
条
で
「
会
社
が
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
が
商
行
為
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
会
社
は
常
に
固

有
の
商
人
（
商
法
四
条
一
項
）
と
な
り
、
商
法
五
O
三
条
に
あ
る
「
商
人
」
と
し
て
同
条
の
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
で

あ
る
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
商
法
五

O
三
条
の
解
釈
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
も
、

一
部
の
判
例
や
少
数
説
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
会
社
に
も
商
法
五
O
一
二
条
二
項
の
「
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
推
定
規
定
は
適

用
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
会
社
の
行
為
に
は
営
利
行
為
を
離
れ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
行
為
・
支
出

は
あ
り
え
ず
、
す
べ
て
商
行
為
で
あ
り
、
商
法
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
通
説
の
考
え
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
の
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
つ
い
て
商
法
五

O
三
条
と
会
社
法
五
条
が
競
合
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

一
で
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

第
二
の
考
え
方
と
し
て
は
、
会
社
法
五
条
は
会
社
の
行
為
を
対
象
と
し
た
規
定
で
あ
り
、
端
的
に
会
社
の
行
為
は
事
業
と
し
て
す

る
行
為
も
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
も
み
な
商
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
商
法
五

O
三
条
の
解
釈
に

頼
る
必
要
は
な
く
、
会
社
法
五
条
の
解
釈
だ
け
を
考
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
会
社
法
五
条
は
商
法
五

O
三

条
と
異
な
り
、
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
推
定
規
定
を
一
切
置
い
て
い
な
い
。
こ
れ
は
会
社
の
事
業
の
た
め
の
行
為
は

（
回
）

常
に
商
法
の
適
用
が
あ
り
、
推
定
を
問
題
に
す
る
必
要
性
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
附
属
的
商
行
為
に
関
す
る
規
定
が

会
社
に
関
し
て
の
み
二
重
に
行
わ
れ
る
必
要
性
は
な
い
た
め
、
商
法
五

O
三
条
は
個
人
商
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
り
、



会
社
法
五
条
は
会
社
に
適
用
さ
れ
る
規
定
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
社
の
行
為
で
事
業
と
し
て
す
る
行
為
以
外
に
は
、
事
業
の

た
め
に
す
る
行
為
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
に
は
商
法
が
適
用
さ
れ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
容
易
に
結
び
つ
く
。

第
一
の
考
え
方
を
と
っ
て
、
商
法
五

O
三
条
を
文
字
通
り
会
社
に
も
適
用
し
た
場
合
、
会
社
の
行
為
が
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為

で
は
な
く
、
商
行
為
に
関
す
る
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
裁
判
で
争
う
こ
と
は
理
論
上
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
反
証
は
現
実
に

は
困
難
が
伴
い
、
結
果
的
に
商
行
為
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
結
論
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

理
論
的
に
考
え
て
、
商
法
五
O
三
条
・
会
社
法
五
条
の
ど
ち
ら
の
解
釈
に
よ
る
場
合
も
、
会
社
の
行
為
は
事
業
と
し
て
す
る
行
為
を

除
け
ば
、
例
外
な
く
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
と
な
り
、
商
行
為
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
ま
た
、

ど
ち
ら
の
条
文
の
解
釈
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
会
社
法
五
条
が
新
設
さ
れ
た
現
行
法
下
で
は
、
商
法
五O
三
条
の

適
用
は
問
題
と
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
会
社
法
五
条
を
根
拠
に
結
論
を
導
き
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
会
社
法
五
条
は
会
社
法
の
み
な
ら
ず
、
商
法
全
体
の
理
解
を
す
る
た
め
に
も
重
要
な
条
文
で
あ
る
が
、
ま
だ
新
設

会社の「事業のためにする行為」の意義

さ
れ
て
間
も
な
い
た
め
、
学
説
に
よ
り
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
課
題

で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
に
短
い
論
文
で
軽
々
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
今
後
も
検
討
を

重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

（1
）
商
法
二
六
五
条
の
以
前
に
類
似
の
規
定
と
し
て
存
在
し
た
の
は
、
旧
商
法
（
明
治
二
三
年
商
法
）
六
条
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
「
商

人
其
営
業
上
ニ
於
テ
取
結
ヒ
又
ハ
他
ノ
商
人
若
ク
ハ
作
業
人
ト
取
結
ヒ
タ
ル
取
引
ハ
反
対
ノ
証
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
商
取
引
ト
看
倣
ス
」
と

い
う
規
定
で
あ
る
。
旧
商
法
は
、
ま
ず
、
「
商
事
ト
ハ
商
人
又
ハ
其
他
ノ
人
ノ
為
シ
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
総
テ
ノ
商
取
引
及
ヒ
其
他
本
法
ニ

規
定
シ
タ
ル
事
項
ヲ
調
フ
」
（
三
条
）
と
し
て
、
商
取
引
（
現
行
法
の
商
行
為
に
当
た
る
）
法
主
義
を
採
用
し
、
四
条
な
い
し
八
条
で
商

取
引
の
定
義
・
範
囲
を
定
め
、
九
条
で
商
人
を
「
商
人
ト
ハ
総
テ
商
業
ヲ
営
ム
者
ヲ
調
ヒ
商
業
ヲ
営
ム
ト
ハ
常
業
ト
シ
テ
商
取
引
ヲ
為
ス

コ
ト
ア
調
フ
」
と
定
義
し
て
い
る
（
岩
崎
稜
「
商
法
の
適
用
範
囲
と
商
人
概
念
」
『
現
代
企
業
法
講
座
第
一
巻
』
（
竹
内
昭
夫
H

龍
田
節
編
、
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東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
九
年
）
五
六
頁
注
目
）
。
し
た
が
っ
て
、
旧
商
法
六
条
の
商
取
引
は
、

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
法
修
正
案
参
考
書
は
、
商
法
二
六
五
条
が
旧
商
法
六
条
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
旧
商
法
六
条
が
「
商
人
其
営

業
上
ニ
於
テ
取
結
ヒ
又
ハ
他
ノ
商
人
若
ク
ハ
作
業
人
ト
取
結
ヒ
タ
ル
取
引
」
を
適
用
対
象
と
し
、
商
人
や
作
業
人
で
な
い
者
と
取
り
結
ん

だ
契
約
を
含
め
な
い
の
は
狭
す
ぎ
る
こ
と
、
「
反
対
ノ
証
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
実
の
証
明
で
あ
る
か
を
詳
し
く
規
定
し
て
い
な
い
こ
と

な
ど
の
問
題
点
が
あ
っ
た
こ
と
を
商
法
の
立
法
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
『
商
法
修
正
案
参
考
書
』
（
八
尾
書
店
、
明
治
三
一
年
）
二
三

三
頁
）
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
る
に
し
て
も
、
両
規
定
の
聞
に
は
、
商
人
が
営
業
の
た
め
に
す
る
（
営
業
上
で
お
こ
な
う
）
行
為
を

原
則
商
行
為
で
あ
る
と
し
、
そ
の
点
を
争
う
者
に
、
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
点
で
共

通
し
て
い
る
。

（2
）
裁
判
所
時
報
一
四
五
四
号
六
頁
。
本
件
は
、
上
告
人
が
被
上
告
人
（
有
限
会
社
）
に
対
し
て
、
不
動
産
の
所
有
権
に
基
づ
き
、
抵
当

権
設
定
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
の
に
対
し
、
被
上
告
人
は
反
訴
に
お
い
て
、
首
位
的
請
求
と
し
て
、
被
上
告
人
は
上
告
人
に
一

億
円
を
貸
し
つ
け
た
と
主
張
し
、
元
本
九
四
九
八
万
四
四
四
O
円
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
、
ま
た
予
備
的
請
求
と
し
て
、
訴
外B

に
一
億
円
を
貸
し
付
け
、
上
告
人
が
B

の
債
務
を
連
帯
保
証
し
、
本
件
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
は
反
訴
請
求
に
係
る
債
権
で
あ
る
と
主
張

し
て
、
首
位
的
請
求
と
同
額
の
金
銭
の
支
払
い
を
求
め
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
審
で
は
、
「
被
上
告
人
の
代
表
取
締
役
で
あ

る

A

は
、
小
中
学
校
の
同
窓
で
あ
り
、
C

商
工
会
の
理
事
長
（
A

）
と
理
事
（
上
告
人
）
と
し
て
親
交
が
あ
っ
た
上
告
人
か
ら
の
依
頼
を

受
け
、
博
多
駅
前
の
土
地
を
整
理
し
て
転
売
す
る
た
め
に
一
億
円
を
必
要
と
し
て
い
た
B

の
資
金
に
充
て
る
た
め
、
『
男
ら
し
く
バ
ン
と

貸
し
て
や
る
気
持
で
」
、
自
己
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
有
限
会
社
で
あ
る
被
上
告
人
に
お
い
て
上
告
人
の
依
頼
に
応
じ
る
こ
と
と
し
、

上
告
人
が
竹
馬
の
友
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
被
上
告
人
の
経
理
担
当
者
を
し
て
、
被
上
告
人
が
そ
の
取
引
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
る

た
め
の
手
続
を
さ
せ
、
融
資
を
受
け
た
一
億
円
を
被
上
告
人
が
上
告
人
に
貸
し
付
け
た
：
：
：
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
貸
付
け
は
被
上
告

人
の
営
業
と
は
無
関
係
に

A

の
上
告
人
に
対
す
る
情
誼
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
と
み
る
余
地
が
あ
る
」
た
め
、
本
件
貸
付
け
に
係
る
債

権
に
は
商
法
五
二
二
条
が
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
上
告
人
の
消
滅
時
効
の
主
張
は
そ
の
前
提
を
欠
く
と
判
決
し
た
。
し
か
し
本
判
決
は
、
本

件
貸
付
け
に
係
る
債
権
が
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
原
審
判
決
を
是
認
で
き
な
い
と
し
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て
い
る
。

本
判
決
に
関
す
る
判
例
評
釈
と
し
て
、
笹
木
幸
祐
・
［
判
評
］
法
セ
ミ
六
四
二
号
（
平
成
二O
年
）

N
B
L

八
八
二
号
（
平
成
二
O
年
）
三
O
頁
以
下
が
あ
る
。

（3
）
最
判
平
成
二

O
年
二
月
一
一
一
一
日
判
決
は
、
平
成
三
年
当
時
の
融
資
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
で
あ
る
か
ら
、
平
成
一
七
年
改
正
以

前
の
事
例
で
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
会
社
法
五
条
が
判
決
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
判
決
当
時
に
お
い
て
、
す
で
に
会
社
法
・

商
法
に
関
す
る
平
成
一
七
年
改
正
は
効
力
を
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
会
社
法
五
条
に
よ
り
会
社
が
事
業
と
し
て
す
る
行
為
を
基
本

的
商
行
為
と
解
し
て
、
そ
れ
を
自
己
の
名
を
も
っ
て
営
業
す
る
も
の
を
商
人
と
す
る
と
い
う
、
会
社
を
商
人
と
定
義
づ
け
る
プ
ロ
セ
ス
に

形
式
的
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
変
化
が
な
い
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
一
七
年

会
社
法
で
新
設
さ
れ
た
会
社
法
五
条
の
規
定
自
体
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
改
正
前
の
事
例
で
あ
る
本
件
で
は
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
と

考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（4
）
平
成
一
七
年
の
会
社
法
制
定
を
受
け
て
の
同
年
の
商
法
改
正
に
よ
っ
て
、
商
法
は
改
正
前
第
二
編
（
会
社
）
で
規
定
さ
れ
て
き
た
会

社
に
関
す
る
規
定
が
単
独
に
会
社
法
と
し
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
改
正
前
第
二
編
は
全
面
的
に
削
除
さ
れ
、
改
正
前
第
三
編
、
第
四

編
が
第
二
編
、
第
三
編
と
繰
り
上
が
り
、
商
法
第
一
編
と
第
二
編
の
第
四
章
ま
で
の
規
定
が
現
代
語
化
さ
れ
、
平
仮
名
口
語
体
の
条
文
と

な
っ
た
。
ま
た
、
会
社
法
は
会
社
に
関
す
る
規
定
を
す
べ
て
会
社
法
の
中
で
規
定
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
た
め
、
い
ま
ま
で
商
法
総
則
で

規
定
さ
れ
て
い
た
、
商
号
、
使
用
人
・
代
理
商
、
事
業
譲
渡
に
対
す
る
規
定
の
内
容
と
同
一
の
も
の
を
会
社
法
第
一
編
第
二
章
以
下
で
置

し
た
。

（5
）
し
か
し
、
商
法
総
則
で
は
「
営
業
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
会
社
法
で
は
「
事
業
」
と
規
定
さ
れ
る
な
ど
の
相
違
が
あ
る

（
例
え
ば
、
商
法
五O
三
条
の
「
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
と
会
社
法
五
条
の
「
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
、
商
法
一
六
条
以
下
の

「
営
業
譲
渡
」
と
会
社
法
一
二
条
以
下
の
「
事
業
譲
渡
」
な
ど
で
あ
る
。
）
。
こ
れ
は
、
個
人
商
人
は
営
業
毎
に
商
号
を
異
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
会
社
の
商
号
は
一
つ
な
の
で
、
複
数
の
営
業
を
営
む
こ
と
も
あ
り
う
る
た
め
、
個
々
の
営
業
で
は
な
く
、
そ
の
総
体
と
い
う

意
味
で
、
会
社
法
で
は
事
業
と
い
う
語
を
使
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
江
頭
憲
治
郎
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
l

ル
1

』
（
商
事
法
務
、
平

成
二
O
年
）
）
一
九
九
頁
〔
北
村
〕
な
ど
）
。

（6
）
片
山
謙
二
・
「
判
例
に
現
は
れ
た
本
来
の
附
属
的
商
行
為
｜
商
法
第
五

O
三
条
第
一
項
論
｜
（
一
）
合
乙
（
三
）
」
民
商
二
ハ
巻
一
号
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五
O
頁
以
下
、
二
号
五
四
頁
以
下
、
三
号
八
O
頁
以
下
（
す
べ
て
昭
和
一
七
年
）
、
同
・
「
判
例
に
現
は
れ
た
推
定
に
よ
る
附
属
的
商
行
為

｜
商
法
第
五

O
三
条
第
二
項
論
｜
（
一
）
合
乙
（
三
）
」
民
商
一
九
巻
三
号
五
六
頁
以
下
、
四
号
二
六
頁
以
下
、
五
号
三
二
頁
以
下
（
す

べ
て
昭
和
一
九
年
）
は
、
判
例
を
詳
細
に
分
析
し
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

（7
）
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
反
対
説
と
し
て
、
平
出
『
商
行
為
法
（
第
二
版
）
」
（
青
林
書
院
、
平
成
元
年
）
七
六
頁
。

（8
）
丸
山
長
渡
『
改
正
商
法
〔
明
治
三
二
年
〕
要
義
上
巻
（
増
訂
再
版
）
」
（
明
治
三
二
年
）
【
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
三
五
八
（
信
山

社
）
｝
三
九
一
頁
、
堀
田
正
忠H
柿
崎
欽
五
口H
山
田
正
賢
『
商
法
講
義
下
巻
』
（
明
治
三
二
年
）
【
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
一
九
八
（
信

山
社
）
】
七
三
二
頁
。

（9
）
青
木
徹
二
『
商
法
総
則
」
（
金
港
堂
、
明
治
三
六
年
）
九
三
頁
、
柳
川
勝
二
「
改
正
商
法
〔
明
治
四
四
年
〕
正
解
（
第
四
版
）
」
（
大

正
五
年
）
｛
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
一
一
一
一
六
（
信
山
社
）
｝
三
七
一
頁
。

（
叩
）
松
本
系
治
「
商
行
為
法
（
第
七
版
）
』
（
中
央
大
学
、
大
正
七
年
）
四
九
頁
、
小
町
谷
操
三
『
商
行
為
法
論
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
八

年
）
五
一
頁
、
柳
川
勝
二
『
商
行
為
法
（
第
六
版
）
』
（
厳
松
堂
、
昭
和
二
二
年
）
一
九
頁
、
大
隅
健
一
郎
「
商
行
為
法
』
（
青
林
書
院
、

昭
和
三
三
年
）
二
一
頁
、
田
中
誠
二
「
新
版
商
行
為
法
（
再
全
訂
三
二
版
）
』
（
千
倉
書
房
、
昭
和
五
八
年
）
三
三
頁
、
神
崎
克
郎
「
商
法

総
則
・
商
行
為
法
通
論
（
新
訂
版
）
』
（
同
文
舘
出
版
、
平
成
一
一
年
）
五
八
頁
。

（
日
）
松
本
系
治
・
前
掲
（
注
叩
）
四
九
頁
、
小
町
谷
・
前
掲
（
注
目
）
五
一
頁
、
柳
川
・
前
掲
（
注
叩
）
一
九
頁
。

（
ロ
）
栗
本
勇
之
助
『
帝
国
商
法
釈
義
』
（
博
文
堂
、
明
治
三
二
年
）
四
九
三
頁
、
青
木
・
前
掲
（
注9
）
九
二
頁
。
大
判
大
正
五
年
二
一
月

一
一
日
民
録
一
一
一
一
輯
二
三
五
二
頁
は
、
直
接
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
で
は
な
く
と
も
、
「
営
業
に
関
聯
し
営
業
の
維
持
便
益
の
た
め
に
す

る
行
為
」
も
附
属
的
商
行
為
で
あ
る
と
す
る
。

（
日
）
松
本
・
前
掲
（
注
叩
）
五O
頁
。

（
凶
）
小
町
谷
・
前
掲
（
注
叩
）
五
二
頁
、
大
隅
・
前
掲
（
注mY
二
頁
、
西
原
寛
一
『
商
行
為
法
（
第
三
版
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
四
八
年
）

八
九
頁
、
田
中
（
誠
）
H

喜
多
H

堀
口
H

原
茂
「
コ
ン
メ
ン
タ
l

ル
商
行
為
法
』
（
勤
草
書
房
、
昭
和
四
八
年
）
七
O
頁
、
田
中
誠
二
・

前
掲
（
注
叩
）
三
四
頁
。

（
日
）
青
山
衆
司
「
商
行
為
法
（
改
訂
四
版
）
』
（
厳
松
堂
、
大
正
一
四
年
）
四
三
頁
、
西
本
辰
之
助
『
商
法
概
論
」
（
厳
松
堂
書
店
、
昭
和

六
年
）
四
二
頁
。
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（
日
）
青
山
・
前
掲
（
注
目
）
四
二
頁
、
西
原
・
前
掲
（
注
凶
）
八
九
頁
。

（
口
）
と
く
に
、
準
法
律
行
為
の
う
ち
、
通
知
と
催
告
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
（
小
町
谷
・
前
掲
（
注
目
）
五
三
頁
参
照
）
。
ま
た
、
不
法

行
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
西
原
・
前
掲
（
注
凶
）
六
二
頁
以
下
、
八
九
頁
参
照
）
。

（
時
）
通
説
で
あ
る
。
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
が
多
い
。
松
本
・
前
掲
（
注
叩
）
五
一
頁
、
西
本
・
前
掲
（
注
目
）
四
二
頁
、

小
町
谷
・
前
掲
（
注
叩
）
五
二
頁
、
田
中
耕
太
郎
「
改
正
商
法
総
則
概
論
（
第
二
五
版
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
二
二
年
）
二
四
九
頁
、
柳
川
・

前
掲
（
注
叩
）
一
九
頁
、
大
隅
・
前
掲
（
注m
Y
二
頁
、
西
原
・
前
掲
（
注
目
）
八
七
頁
、
石
井
照
久
H

鴻
常
夫
「
商
行
為
法
」
（
勤
草
書
房
、

昭
和
五
三
年
）
五
六
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
（
注
目
）
三
三
頁
、
平
出
・
前
掲
（
注7
）
七
八
頁
、
神
崎
・
前
掲
（
注
叩
）
五
九
頁
、
近
藤
光

男
「
商
法
総
則
・
商
行
為
法
（
第
五
版
）
』
（
有
斐
閣
、
平
成
一
八
年
）
三
七
頁
な
ど
。
判
例
で
も
、
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
、
最
判
昭

和
三
三
年
六
月
一
九
日
民
集
一
二
巻
一
O
号
一
五
七
五
頁
、
最
判
昭
和
四
七
年
二
月
二
四
日
民
集
二
六
巻
一
号
一
七
二
頁
な
ど
が
、
営
業

の
た
め
に
す
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
商
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
商
人
資
格
取
得
時
期
に
つ
い
て
は
、
判
例
で
も
学

説
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
説
が
分
か
れ
て
い
る
。

（
印
）
松
本
・
前
掲
（
注
叩
）
五O
頁
、
西
本
・
前
掲
（
注
目
）
四
二
頁
、
小
町
谷
・
前
掲
（
注
叩
）
五
三
頁
、
田
中
（
耕
）
・
前
掲
（
注
時
）
二
四

八
頁
、
大
隅
・
前
掲
（
注m
Y
二
頁
、
西
原
・
前
掲
（
注
M
H）
八
九
頁
、
田
中
（
誠
）
ほ
か
・
前
掲
コ
ン
メ
ン
タl
ル
（
注U
）
七O
頁
、
石

井
H

鴻
・
前
掲
（
注
問
）
五
六
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
（
注
叩
）
三
四
頁
、
平
出
・
前
掲
（
注

7

）
八
五
頁
、
神
崎
・
前
掲
（
注
叩
）
五
九
頁
。

（
初
）
丸
山
・
前
掲
（
注8
）
三
九
一
頁
。
同
旨
・
堀
田
H

柿
崎
H

山
田
・
前
掲
（
注8
）
七
三
二
頁
。
大
判
大
正
四
年
五
月
一
O
日
民
録
二
一

輯
六
八
一
頁
は
、
商
法
五
O
三
条
（
当
時
の
商
法
二
六
五
条
）
二
項
は
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
か
ど
う
か
疑
い
が
あ
る
場
合
に
適
用
が

あ
り
、
商
人
の
行
為
自
体
か
ら
観
察
し
て
営
業
の
た
め
に
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
当
初
か
ら
疑
い
が
な
い
場
合
に
は
適
用
が
な
い
と

し
て
い
る
。

（
幻
）
大
判
明
治
四
一
年
二
月
一
七
日
民
録
一
四
輯
一
O
八
頁
。

（m
）
上
田
撒
一
郎
『
民
事
訴
訟
法
（
第
四
版
）
』
（
法
学
書
院
、
平
成
工
ハ
年
）
三
八
三
頁
、
新
堂
幸
司
『
新
民
事
訴
訟
法
（
第
三
版
補
正

版
）
』
（
弘
文
堂
、
平
成
一
七
年
）
五
二
二
頁
、
伊
藤
異
『
民
事
訴
訟
法
（
第
三
版
再
訂
版
）
」
（
有
斐
閣
、
昭
和
一
八
年
）
三
三
五
頁
、
門

口
正
人
編
『
民
事
証
拠
法
大
系
第
一
巻
』
（
青
林
書
院
、
平
成
一
九
年
）
九
八
頁
〔
井
上
哲
夫
〕
ほ
か
。
平
出
・
前
掲
（
注
7

）
八
九
頁
は
、

商
人
が
相
手
方
に
商
行
為
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
に
は
、
取
引
の
安
全
を
図
る
た
め
、
相
手
方
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
、
知
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り
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
証
明
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
お
）
大
江
忠
「
要
点
事
実
商
法
下
」
（
第
一
法
規
出
版
、
平
成
九
年
）
九
頁
。

（M
）
高
鳥
正
夫
『
商
法
総
則
商
行
為
法
』
（
慶
麿
義
塾
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
一
年
）
五
二
頁
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
説
明
が
一
般
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
後
述
の
西
原
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
個
人
商
人
に
お
い
て
も
商
人
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
は
、
個
人
で
あ

る
こ
と
に
基
づ
い
て
行
う
行
為
と
理
論
的
に
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
た
か
も
個
人
商
人
に
個
人
的
活
動
領
域
が
存
在
す
る
よ
う

に
説
明
す
る
の
は
正
確
さ
を
欠
く
と
考
え
る
。

（
お
）
伊
藤
・
前
掲
（
注2
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
お
）
判
時
一
O
五
四
号
一
五
三
頁
。
最
判
昭
和
二
九
年
九
月
一
O
日
民
集
八
巻
九
号
一
五
八
一
頁
は
、
会
社
と
従
業
員
の
属
す
る
労
働
組

合
と
の
聞
に
成
立
し
た
退
職
慰
労
金
に
関
す
る
協
約
上
の
約
定
を
商
行
為
で
あ
る
と
判
示
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
、
長
谷

部
茂
吉
「
会
社
・
労
働
組
合
間
の
退
職
慰
労
金
支
給
に
関
す
る
協
約
と
商
行
為
」
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
二
九
年
度
』

（
法
曹
会
、
昭
和
四
一
年
）
一
三
五
頁
は
、
「
元
来
商
行
為
の
存
在
意
義
は
そ
れ
が
商
取
引
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
そ
れ
が
取
引
で

あ
る
が
故
に
そ
こ
に
行
わ
れ
る
原
則
は
簡
易
、
迅
速
、
不
要
式
ま
た
そ
の
特
性
は
そ
の
非
個
人
性
に
あ
る
。
し
か
る
に
労
働
契
約
（
雇
傭

契
約
）
ま
た
は
労
働
契
約
は
人
の
身
分
ま
た
は
人
格
に
直
結
し
、
個
性
が
強
く
本
来
取
引
法
の
分
野
に
入
っ
て
く
る
に
適
し
な
い
も
の
で

あ
る
。
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
る
。
前
掲
東
京
地
裁
昭
和
五
七
年
三
月
二
九
日
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
会
社
の
締
結
す
る
労
働
契
約
に
関
し
て
は
、
他
の
契
約
と
は
別
に
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
面
が
あ
る
こ
と

は
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
「
簡
易
、
迅
速
、
不
要
式
：
：
：
」
等
々
の
性
質
を
持
た
な
い
商
行
為
が
一
律
に
附
属
的
商
行
為
か
ら
排
除
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
（
後
述
注
（
お
）
参
照
）
。

（
幻
）
判
タ
一
O
O

八
号
二
三
九
頁
。
同
判
例
の
評
釈
と
し
て
、
久
留
島
隆
・
［
判
評
］
金
商
一
O
六
四
号
（
平
成
一
一
年
）
五
五
頁
以
下
、

古
瀬
村
邦
夫
・
［
判
評
］
私
法
判
例
リ
マ
l

ク
ス
一
九
九
九
年
〈
下
〉
（
平
成
一
二
年
）
八
八
頁
以
下
、
鳥
山
恭
一
・
［
判
評
］
法
セ
ミ
五

四
一
号
（
平
成
二
一
年
）
一
O
九
頁
、
中
本
敏
嗣
・
［
判
評
］
平
成
一
一
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
判
タ
一O
三
六
号
、
平
成
二
一
年
）

二
O
六
頁
以
下
、
榊
素
寛
・
［
判
評
］
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
六
号
（
平
成
二
一
年
）
一O
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
お
）
当
該
判
決
は
、
会
社
に
商
法
五
O
三
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
推
定
が
覆
る
可
能
性
を
肯
定
し
、
判
旨
の
い
う
よ
う
に
商
行
為

の
範
囲
を
狭
く
解
し
、
原
則
と
し
て
「
簡
易
・
迅
速
・
不
要
式
」
と
い
う
特
性
を
具
備
し
て
い
る
も
の
を
商
行
為
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
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て
、
会
社
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
賛
成
で
き
な
い
（
同
旨
。
久
留
島
・
前
掲
（
注
幻
）
五
九
頁
、
同
・
「
商
人

の
行
為
と
附
属
的
商
行
為
の
関
係
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
七
巻
二
号
四
四
頁
、
古
瀬
村
・
前
掲
（
注
幻
）
九
一
頁
）
。
ま
た
、
も
し
同
条
が

適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
本
件
で
認
定
さ
れ
た
事
実
関
係
で
反
証
が
成
立
し
た
と
構
成
す
る
の
は
安
易
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批

判
（
久
留
島
・
前
掲
（
注
幻
）
五
九
頁
、
同
・
前
掲
（
注
お
）
四
四
頁
）
が
あ
る
一
方
、
商
法
五
O
二
条
二
項
の
適
用
を
認
め
つ
つ
、
会
社
の

「
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
」
の
範
囲
を
広
く
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も
あ
る
（
榊
・
前
掲
（
注
幻
）
一
O
九
頁
）
。

（m
m）
判
時
一
六
八
八
号
一
六
九
頁
。

（
却
）
小
町
谷
・
前
掲
（
注
叩
）
五
四
頁
、
田
中
耕
太
郎
・
前
掲
（
注
国
）
二
五
O
頁
、
西
原
・
前
掲
（
注
目
）
九
二
頁
、
田
中
誠
ほ
か
・
前
掲
コ

ン
メ
ン
タ

l

ル
（
注H
）
七
二
頁
、
田
中
（
誠
）
・
前
掲
（
注
叩
）
三
六
頁
、
大
森
『
新
版
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』
（
三
和
書
房
、
昭
和
五
九

年
）
四
七
頁
、
平
出
・
前
掲
（
注
7

）
八
九
頁
、
神
崎
・
前
掲
（
注
叩
）
五
九
頁
、
近
藤
・
前
掲
（
注
凶
）
三
七
頁
。
た
だ
し
、
会
社
の
行
為
で

あ
っ
て
も
、
会
社
と
株
主
の
関
係
や
会
社
と
取
締
役
そ
の
他
の
役
員
の
関
係
の
行
為
は
、
組
織
法
的
・
団
体
法
的
行
為
で
あ
る
か
ら
事
業

の
た
め
に
す
る
行
為
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
り
、
又
、
株
式
引
受
に
つ
い
て
は
、
附
属
的
商
行
為
に
な
る
か
否
か
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
（
江
頭
編
・
前
掲
（
注
5

）
）
一
三
二
頁
以
下
【
江
頭
】
、
酒
巻
俊
雄
H

龍
田
節
編
『
逐
条
解
説
会
社
法
第
一
巻
』
（
中
央
経
済
社
、
平
成

二
O
年
）
一
O
五
頁
以
下
〔
森
本
〕
参
照
）
。
検
討
を
要
す
る
。

（
訂
）
西
原
・
前
掲
（
注
凶
）
九
三
頁
。

（
認
）
大
隅
・
前
掲
（
注
叩
）
一
二
二
頁
。
同
「
会
社
の
権
利
能
力
の
範
囲
！
と
く
に
そ
の
目
的
に
よ
る
制
限
｜
」
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
商
法

（2
）
』
（
有
斐
閣
、
昭
和
三
二
年
）
四
二
頁
は
、
会
社
が
、
風
水
火
災
・
寺
社
の
祭
礼
・
学
校
施
設
の
維
持
拡
充
な
ど
災
害
・
社
会
行

事
・
教
育
事
業
等
に
つ
き
一
般
の
慣
例
に
従
い
応
分
の
寄
付
を
な
す
こ
と
を
、
会
社
の
行
為
で
あ
る
が
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
で
は
な

い
も
の
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
酒
巻
・
龍
田
編
・
前
掲
（
注
初
）
一O五
頁
〔
森
本
〕
も
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
。

（
お
）
西
原
・
前
掲
（
注
目
）
九
三
頁
は
、
「
会
社
の
支
出
は
す
べ
て
営
業
会
計
に
関
す
る
も
の
と
し
て
商
業
帳
簿
の
記
載
事
項
と
な
り
、
個

人
の
よ
う
な
ポ
ケ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
は
な
い
」
た
め
、
大
隅
説
（
注
招
）
が
主
張
す
る
「
一
般
社
会
人
と
し
て
の
生
活
領
域
」
は
広
い
意
味
の

営
業
生
活
に
属
す
る
も
の
と
主
張
す
る
。
同
旨
一
久
留
島
・
前
掲
（
注
幻
）
五
九
頁
、
古
瀬
村
邦
夫
・
前
掲
（
注
幻
）
九
一
頁
、
榊
・
前
掲

（
注
幻
）
一O
九
頁
。

（
泊
）
岡
松
参
太
郎
『
注
釈
民
法
理
由
上
巻
』
（
有
斐
閣
書
房
、
明
治
二
九
年
）
七
八
頁
以
下
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
一

会社の「事業のためにする行為」の意義

（
訂
正
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増
補
版
）
』
（
明
治
四
四
年
）
（
有
斐
閣
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
）
八
三
頁
。

（
お
）
富
井
政
章
『
訂
正
増
補
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
』
（
大
正
一
一
年
合
冊
版
）
（
有
斐
閣
、
復
刻
版
）
二
三
四
頁
は
、
明
治
四
四
年
改
正

に
よ
り
、
民
法
の
法
人
に
関
す
る
規
定
は
結
局
公
益
法
人
に
適
用
す
る
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
お
）
法
律
新
聞
社
編
「
改
正
商
法
〔
明
治
四
四
年
〕
理
由
（
増
補
四
版
）
」
（
大
正
元
年
）
【
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
二
九
二
（
信
山

社
）
】
一O
六
頁
。
同
書
一
一

O
頁
で
、
改
正
理
由
を
説
明
し
た
政
府
委
員
斎
藤
十
一
郎
は
、
他
の
政
府
委
員
の
質
問
に
答
え
て
、
同
改

正
に
よ
り
同
時
に
立
法
論
と
し
て
民
法
三
五
条
の
修
正
の
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
民
法
の
根
本
修
正
に
は
手
が
つ
け

ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
民
法
上
の
営
利
法
人
は
法
律
上
残
る
け
れ
ど
も
、
実
際
上
の
取
り
扱
い
と
し
て
は
、
「
民
法
ノ
法
人
（
著
者
注
一

原
文
で
は
人
法
）
ト
会
社
ト
ヲ
全
ク
一
ツ
鋳
型
ノ
中
ニ
入
レ
テ
同
一
種
類
ノ
法
人
ト
見
タ
結
果
ニ
相
成
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
」
と
回
答
し
て
い

る
。

（
幻
）
「
商
法
中
改
正
法
律
案
理
白
書
（
第
二
版
）
』
（
清
水
書
店
、
昭
和
二
一
年
）
九
頁
。
た
と
え
ば
、
柳
川
・
前
掲
（
注

9

）
八
九
頁
、
松

本
系
治
・
前
掲
（
注
叩
）
一O
頁
は
、
厳
密
に
言
え
ば
民
事
会
社
は
商
人
で
は
な
い
と
す
る
の
に
対
し
（
東
京
地
判
大
正
一
四
年
一
一
一
月
二

五
日
新
聞
二
五
四
一
号
二
ニ
頁
も
同
じ
て
竹
田
省
『
商
法
総
論
』
（
有
斐
閣
、
大
正
一
五
年
）
一
二
八
頁
は
、
会
社
は
生
ま
れ
な
が
ら
の

商
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
お
）
「
鉱
業
若
ハ
砂
工
業
ヲ
営
ム
者
」
と
な
っ
て
い
た
規
定
は
、
昭
和
二
五
年
旧
砂
鉱
法
が
新
鉱
業
法
に
吸
収
さ
れ
て
鉱
業
法
施
行
法
に

よ
り
「
鉱
業
ヲ
営
ム
者
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
（
田
中
誠
二
『
全
訂
商
法
総
則
詳
論
』
（
勤
草
書
房
、
昭
和
五
一
年
）
一
八
九
頁
）
。

（
ぬ
）
田
中
（
耕
）
・
前
掲
（
注
時
）
二
五
O
頁
、
二
五
七
頁
。

（
判
）
昭
和
二
二
年
改
正
直
後
か
ら
、
商
法
五
二
三
条
を
存
置
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
「
第
五
二
条
第
二
項
に
定
め
た
る
会
社
の
行

為
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
第
四
条
二
項
の
商
人
の
行
為
」
と
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
鈴
木
竹

雄
「
商
人
概
念
の
再
検
討
」
「
商
法
研
究I
』
（
有
斐
閥
、
昭
和
五
六
年
）
一
一
七
頁
。
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
（
新
訂
第
五
版
）
」
（
弘
文
堂
、

平
成
一
一
年
）
八
三
頁
も
、
立
法
の
不
備
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
引
）
鴻
・
前
掲
（
注
却
）
八
四
頁
は
、
商
法
五
二
三
条
を
準
用
す
べ
き
と
す
る
。

（
位
）
田
中
（
耕
）
・
前
掲
（
注
時
）
二
五O
頁
。

（
必
）
相
津
哲
H

岩
崎
友
彦
「
会
社
法
総
則
・
株
式
会
社
の
設
立
」
『
立
案
担
当
官
に
よ
る
新
・
会
社
法
の
解
説
』
（
別
冊
商
事
法
務
二
九
五
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号
、
平
成
一
八
年
）
二
ニ
頁
。

（
制
）
西
本
寛
一
『
改
正
商
法
解
説
』
（
大
同
書
院
、
昭
和
二
二
年
）
六
頁
、
田
中
誠
二
『
改
正
商
法
要
義
（
上
巻
）
』
（
松
華
堂
書
店
、
昭

和
一
五
年
）
一
五
九
頁
は
そ
れ
を
認
め
る
。

（
必
）
青
竹
「
新
会
社
法
』
（
信
山
社
、
平
成
一
八
年
）
一
九
頁
、
弥
永
真
生
『
リl
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
商
法
総
則
・
商
行
為
法
（
第
二
版
）
』

（
有
斐
閣
、
平
成
一
八
年
）
一
七
頁
、
山
本
震
三
郎
「
株
式
会
社
と
は
何
か
」
『
新
会
社
法
の
基
本
問
題
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
平

成
一
八
年
）
二
一
頁
、
神
田
秀
樹
『
会
社
法
（
第
一
O
版
）
』
（
弘
文
堂
、
平
成
二O
年
）
二
ニ
頁
、
吉
本
健
一
「
レ
ク
チ
ャ
ー
会
社
法
』

（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
O
年
）
一
一
頁
、
江
頭
編
・
前
掲
（
注
5

）
一
一
一
一
一
頁
〔
江
頭
〕
、
酒
巻
俊
雄

H

龍
田
節
編
・
前
掲
（
注
ぬ
）
一O
三

頁
〔
森
本
〕
、
宮
島
司
『
会
社
法
エ
ッ
セ
ン
ス
（
第
三
版
）
』
（
弘
文
堂
、
平
成
二
O
年
）
一
四
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浅
木
慣
一
「
商
法

総
則
・
商
行
為
法
入
門
（
第
二
版
）
』
（
中
央
経
済
社
、
平
成
一
七
年
）
二
三
頁
、
丸
山
秀
平
「
や
さ
し
い
会
社
法
（
第
九
版
）
』
（
法
学
書

院
、
平
成
一
九
年
）
九
頁
以
下
は
、
会
社
の
商
人
性
は
会
社
法
自
体
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
。

（
必
）
神
作
裕
之
「
会
社
法
総
則
・
擬
似
外
国
会
社
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
五
号
（
平
成
一
七
年
）
一
三
五
頁
、
浜
田
道
代
「
会
社
法
総
則

と
定
義
規
定
」
川
村
正
幸
H

布
井
千
博
編
『
新
し
い
会
社
法
制
の
理
論
と
実
務
』
（
経
済
法
令
研
究
会
、
別
冊
金
融
・
商
事
判
例
、
平
成

一
八
年
）
二
一
一
頁
。
な
お
、
平
成
一
七
年
会
社
法
制
定
よ
り
も
早
く
、
平
成
二
ハ
年
改
正
に
よ
り
、
民
法
三
五
条
二
項
も
削
除
さ
れ
た
。

（
釘
）
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
民
事
会
社
に
関
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
準
商
行
為
の
商
法
五
二
三
条
が
削
除
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
他
の
擬

制
商
人
に
当
該
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
多
数
説
は
解
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
正
後
、
擬
制
商
人
の
営
業
の
た
め
に
す
る
行
為
が

商
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
た
め
の
前
提
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
（
森
川
隆
「
会
社
法
の
成
立
に
伴
う
商
法
の
改
正
（
上
）
」
税
経
通
信
二O

O
六
年
五
月
号
（
平
成
一
八
年
）
四
一
頁
、
中
山
秀
木
「
準
商
行
為
規
定
の
削
除
と
会
社
以
外
の
擬
制
商
人
｜
平
成
十
七
年
商
法
改
正
が

遺
し
た
問
題
」
岡
山
商
大
法
学
論
叢
二
ハ
号
（
平
成
二

O
年
）
一
六
一
頁
）
。
会
社
法
五
条
は
実
質
的
に
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
五
二

三
条
と
同
じ
意
義
を
有
し
、
五
二
三
条
の
削
除
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
擬
制
商
人
が
営
業
と
し
て
す
る
行
為
を
商
行
為
と
す
る
旨
の
規
定
は

現
行
法
上
存
在
し
な
い
と
解
さ
れ
た
り
（
江
頭
編
・
前
掲
（
注
5

）
一
三
二
頁
〔
江
頭
〕
）
、
同
条
の
削
除
に
よ
り
、
擬
制
商
人
に
対
す
る
適

用
の
余
地
は
な
く
な
り
、
民
法
が
適
用
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
説
も
あ
る
（
落
合
誠
一
日
大
塚
龍
児

H

山
下
友
信
「
商
法
I

｜
総
則
・

商
行
為
（
第
三
版
）
』
（
有
斐
閣
、
平
成
一
八
年
）
三O
頁
）
。

（
必
）
こ
れ
ま
で
の
会
社
を
商
法
の
主
体
と
し
て
捉
え
る
商
法
改
正
の
動
き
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
商
行
為
主
義
（
客
観
主
義
）
を
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超
え
て
、
会
社
法
の
制
定
に
よ
り
、
会
社
に
関
す
る
部
分
に
限
定
さ
れ
た
商
人
主
義
（
主
観
主
義
）
の
導
入
が
図
ら
れ
た
と
考
え
る
考
え

方
も
あ
り
う
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
商
法
の
立
場
を
大
幅
に
変
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
立
場
を
と
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

（
却
）
江
頭
編
・
前
掲
（
注
5

）
一
一
一
一
一
一
頁
〔
江
頭
〕
。

（
印
）
青
竹
・
前
掲
（
注
必
）
七
頁
。

（
日
）
会
社
法
制
定
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
会
社
に
も
適
用
が
あ
っ
た
商
法
総
則
の
規
定
を
重
複
し
て
会
社
法
総
則
で
規
定
す
る
こ
と
に
し

た
（
会
社
法
一
条
な
い
し
二
四
条
）
。
そ
の
た
め
、
商
法
一
一
条
は
「
商
人
（
会
社
及
び
外
国
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
編
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
た
め
、
実
質
的
に
、
商
法
総
則
は
会
社
以
外
の
商
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社

を
商
人
と
考
え
な
け
れ
ば
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
商
行
為
編
の
中
の
商
人
の
商
行
為
に
関
す
る
適
用
に
関
し
て
「
商
人
」
か
否
か
が
問
題

に
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
の
よ
う
に
、
会
社
は
固
有
の
商
人
（
商
法
四
条
一
項
）
と
説
明
さ
れ
る
か
ら
問
題
は
な
い
。

（
臼
）
浜
田
・
前
掲
（
注
必
）
二
二
頁
、
落
合H
大
塚
H

山
下
・
前
掲
（
注
幻
）
一
三
三
頁
、
近
藤
・
前
掲
（
注
問
）
三
七
頁
、
山
本
・
前
掲
（
注

必
）
一
二
頁
、
前
田
庸
『
会
社
法
入
門
（
第
一
一
版
補
訂
版
）
』
（
有
斐
閣
、
平
成
二
O
年
）
七
頁
。

（
日
）
酒
巻
H

龍
田
編
・
前
掲
（
注
ぬ
）
一O
五
頁
〔
森
本
〕
。

（
日
）
し
か
し
、
商
法
五
O
三
条
の
適
用
を
排
除
で
き
る
と
考
え
る
説
を
と
る
見
解
に
お
い
て
も
、
会
社
法
五
条
の
解
釈
で
、
会
社
の
行
為

の
中
に
事
業
と
し
て
す
る
行
為
、
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
以
外
の
行
為
は
あ
り
う
る
と
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
（
酒
巻H
龍
田
編
・
前

掲
（
注
却
）
一O
五
頁
｛
森
本
】
）
。
伊
藤
・
前
掲
（
注
2

）
三
五
頁
は
、
本
来
、
会
社
の
事
業
と
し
て
の
行
為
は
例
外
な
く
商
行
為
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
つ
が
、
会
社
法
五
条
の
規
定
は
事
業
と
し
て
す
る
行
為
と
事
業
の
た
め
に
す
る
行
為
の
み
を
商
行
為
と
す
る

体
裁
を
と
と
っ
て
い
る
た
め
、
法
文
上
、
会
社
の
行
為
が
商
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
し
て

い
る
。

（
日
）
同
旨
・
浅
木
・
前
掲
（
注
品
）
二
五
頁
。
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